喀痰吸引等制度Ｑ＆Ａ（研修関係～特定の者対象（省令第3号研修）の取扱いについて）

Ｑ１　基本研修（講義＋シミュレーター演習）と基本研修（現場演習）＋実地研修の分離の是非について

特定の者を対象とする研修については、当初、対象となる者（行為）が存在することが前提となるの
か。
また従来より対象者の疾病等の進行に備え、予め基本研修を受けておくことは可能と理解しているが対象者が存在しない場合においても予め「喀痰吸引等研修の課程のうち、講義及び（評価を伴わない）シミュレーター演習」のみを受講しておいたのち、対象者に対し喀痰吸引等行為が必要である事態が生じた時点で現場演習及び実地研修を受講することは可能か。
また可能である場合、具体的にはどのような取扱いをすればよいのか。

Ａ１　　登録研修機関（特定の者対象～省令第3号研修）において基本研修のうち、予め８時間の講義＋（評価を伴わない5種類の）シミュレーター演習を受講することは可能である。
　　　　ただし、登録研修機関等においては、上記の取扱いを行う場合、次の条件が必要になる。

①　相当期間経過したのちの研修（現場演習＋実地研修）受講となるが、研修初回であることから研修時の事故回避の観点からも簡易なシミュレーター等を用いての現場演習は必須であり、指導看護師から現場演習において一連の行為が問題なく行えると評価を受けたのち、対象者に対し直接行為を行う「実地研修」に移ること。
なお、この取扱いについては従来の国研修実施要綱と何ら変更のあるものではないことを申し添える。

②　①の取扱いにより研修を実施する場合においても、初回受講については「講義＋（評価を伴わない5種類の行為）シミュレータ演習」に加え、相当期間経過した後においても「（特定の行為）の簡易なシミュレーター等を用いての評価を伴う現場演習＋対象者に対する特定の行為を直接行う実地研修」までを当初受講した登録研修機関において責任を持って修了させることとする。（ただし現場演習＋実地研修については受講生の所属する事業所等への委託も可能である。その場合、登録研修機関として実地研修先から研修実施責任者や指導責任者等を記した承諾書を得ておくことが必要）

③　なお、当然のことながら上記①、②の取扱いによらず、登録研修機関等において事故回避等の責任上、上記のカリキュラムの分離を認めない取扱いをすることを何ら妨げるものではないことを申し添える。

Ｑ２　特定の者対象（省令第3号）研修について当初全課程を修了した者が、新たな対象者や行為を行う場合の取扱いについて

特定の者対象（省令第3号）研修について当初全課程を修了した者が、新たな対象者や行為を行う場合の取扱いについて実地研修からの受講が必要であると承知しているが、現場演習の取扱いは具体的にはどのようになるのか。

Ａ２　当初、特定の者対象（省令第3号）研修を全課程修了した者については、国の要綱上、実地研修からの受講が必要となるが、その際に現場演習を行ったうえで対象者に対し直接行為を行う実地研修に移ることは望ましいことといえる。
　　　また、国研修実施要綱では、基本の研修カリキュラムを示しているが、全課程を受講した者であっても、登録研修機関等がその責任上、安全性を担保するうえで現場演習を実施すること及び評価を行うことを妨げるものではない。
　　　なお、受講生はそれぞれの研修実施先のカリキュラムが国の実施要綱に準拠していることを確認の上、各実地研修先に問い合わせ、受講先を選択することができることを申し添える。


　　（以上、Ｑ１、Ｑ２とも平成26年3月6日、厚生労働省障害福祉課福祉サービス係から確認した事項）

　　　

　　　　　　　



















